
国公労連女性協は10月21日、

「男女格差のない昇任・昇格と

女性職員の採用・登用の拡大を

求める要求書」に基づき人事院

交渉を実施しました。交渉には

単組代表者８名、ブロックから

の参加者１名、常任委員６名計

15名が参加しました。人事院側

は人材局安部企画課長補佐、職

員福祉局柳田職員福祉課長補佐

が対応しました。

冒頭、阿部議長から、「10月

19日の総務大臣との懇談時に、

育休法改正にあたっては女性の

働き方を改善するという点で重

要と大臣から発言があった。ま

た、女性差別撤廃委員会の総括

所見では、あらゆるレベルでの

意志決定過程へ女性の参画を拡

大するための数値目標とスケジュー

ルを設定した暫定的特別措置を

導入するよう勧告され、２年以

内に実施状況を回答するよう求

められている。女性職員の採用・

登用拡大計画の指針策定計画を

2010年以降どうすすめるか伺い

たい。まずは、職場の状況を聞

いてほしい。」と述べ、つづい

て各単組代表から職場状況等を

訴えました。

全建労…4級以上ポストの女

性職員比率は全省庁の中でも低

いレベルのまま。配転を昇任の

条件にしないこと、格差の解消

を求める。職場環境は、多忙で

人が減らされる中、育児中は職

場と家庭の両立を考えると係長

には昇任したくない、できない

という女性が増えてきている。

出先機関においては妊娠・出産

を機会に辞めてしまう人が多い。

全労働…相次ぐ新規施策等で、

職務の複雑・困難性が増してい

るのに、労働条件は他省庁に比

べ劣位にある。女性の昇任・昇

格改善においても、まずは労働

局各官職の管区機関並みの格付

け、上位級の定数拡大が前提条

件である。女性職員の働く環境

については、両立支援は拡充し

てきているものの、現場は多忙

を極め、「子を授かったことを、

周囲に申し訳なく思う」「妊娠

したことをなかなか職場で言い

づらく、業務軽減も求められな

い」「生理中でもトイレに立て

ない」等、母性保護も困難な状

況。働き続けられる環境整備の

ため、人事院としても指針を出

すのみでなく、実効を伴う環境

整備を。

全通信…登用の数値目標はあ

るが、役職についている女性か

らも不安の声があがっていて、

辞める傾向にある。職場が助け

合う状況にない。数値目標は大

切だが職場環境の改善も必要だ。

実態調査をし、改善に努めてほ

しい。

全気象…定員削減され、測候

所が削減された中、超勤は男女

ともに増え、長時間勤務を強い

られている。人事院として超勤

についてどのように考えている

か。また、遠距離通勤について、

どの程度のものを考えているの

か。公務の職場は一般から見て

魅力ある職場になっているか。

指針のチェック機能は整ってい

るのかを聞きたい。

全港建…配転が昇格要件になっ

ている。口ではそうではないと

言うが実態は違う。事務系係長

昇格は転居異動が伴う。40歳過

ぎないと係長に昇任できず技術

職とは6歳の差が出る。差別が

ないよう指導強化を徹底してほ

しい。

全運輸…環境整備が整ってい

ない。24時間の交代制職場では

子どもを預けられず、保育料も

高額となり女性が仕事を続けら

れない実態にある。

全法務…昇任・昇格は異動が

伴い、5級昇格は広域異動が当

然と思わせるくらい事実として

ある。女性が広域異動すること

は障害。人事院として登用指針

や特定事業主行動計画でも5～1

0年に成果を出すとしているが、

職場では浸透されているのか把

握が必要。女性の登用を考える

なら、国が出産・育児という素

晴らしい偉業を応援することが

重要。国が率先して行うべき。

全司法…裁判所で

は不十分だが女性の

登用が一定進んでい

る。特に調査官・事

務官等の資格職種に

ついては10年前には

みられなかったポス

トへの登用がされて

いる。しかし事務官

についてはなかなか

登用が進まず、主任事務官・補

佐試験の女性受験者も減少して

いる。管理職になる事を躊躇す

る人が多い。単身赴任や長距離

通勤をしてまで昇任したくない、

また同じ職場の管理職の働き方

を見ているとあんな人間らしく

ない、家のことも何もできない

ような働き方はしたくない、魅

力を感じないというのが理由だ。

男性も女性も身を削って働くよ

うな状況では意欲もわかず、能

力も発揮できない、新たな採用・

登用拡大計画を作るのだと思う

が、ぜひ職場の状況を改善でき

るような大きな視点から見た計

画を作っていただきたい。

全厚生…国立障害者リハビリ

テーションセンターでケースワー

クの仕事をしている。同じよう

な施設は全国に数カ所しかなく、

どこに行くにも転居を伴う。主

任以上に上がるには転勤が暗黙

の前提になっており、私も子ど
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のも受験が終わるまでは…と思っ

ていたが、次は親のことが問題

になってなかなか転勤に踏み切

れる状況にはならない。無理し

て単身赴任した女性もいたが、

結局は続けられず、早期退職し

た。既に主任や一部の課長は私

より年下になっている。能力を

適正に評価して女性の登用をす

すめるよう、働きかけて欲しい。

東北ブロック…東北ブロック

でも広域異動が昇任とセットに

なっている実態が上がっている。

当局側は無いというが、結果を

見れば歴然だ。人事院として指

導をしてほしい。また母性保護

はあっても使いづらい。人事院

の指導を望む声が上がっている。

女性協…女性差別撤廃委員会

からは女性差別撤廃条約を拘束

力ある国際文書と日本政府が認

識し女性差別について是正する

よう要請されている。2005（平

成17）年に女性国家公務員の採

用登用指針が改定され、「育休

後の円滑な職場復帰に配慮する」

と記載あるが、今はそうなって

いない。08年のフォローアップ

結果を見ても、本省室長、地方

機関の長級での女性割合はやっ

と２％。人事院として各府省の

進捗状況をみて指針の見直しを

行ってもらいたい。また、各府

省の指針の見直しに当たっては

指導強化を求めたい。

人事院：この問題は女性だけ

でなく、男性にもからむものと

認識。優秀な女性が退職するこ

とは長いスパンでみると良くな

い。各府省の指針について2010

年までのものなので、来年の改

定に向けて現在準備中。人事院

として何が出来るのか、優秀な

女性（男性）が辞めることのな

いよう、そして組織がきちんと

機能するよう考えていかないと

いけない。この間、事務職（1

種）については採用目標30％に

到達しており、このうねりが登

用につながるとよい。管理職へ

の登用については時間がかかる。

メンター制度の導入やフォロー

アップ等を行い進めたい。どの

ように組織内でバックアップが

できるか今後検討していきたい。

超勤に関しては、従来から超勤

縮減は必要だと主張。昨年度か

ら全省庁において計画的な在庁

時間の削減にとりくんでいる。

管理職員が部下の在庁状況を知

ることが必要と思っている。国

会関係業務など他律的業務につ

いては合理化を徹底し対策を進

め、在庁時間を削減していきた

い。

女性協：昇任が異動を伴う問

題についてはどうか。

人事院：昇任するために異動

要件を当局が課しているか不明

だが、これから人事評価が導入

されれば、それにより判断され

るのではないか。

女性協：昇任するのに異動し

なければならないというのは能

力の評価とは関係ないですね。

人事院：関係はない。

女性協：職場では結果として

異動できる人が昇任しているの

が実態。結果としてなっている

ということでは納得出来ない。

女性の家庭責任は大きく、長距

離・単身赴任は女性に不利には

たらいており、後ろ向きになら

ざるを得ない。

人事院：昇任・昇格に関して

評価外のもので評価されている

実態があれば、人事担当者会議

で登用にあたっては公平・公正

な基準に基づき行うよういいた

い。広域異動については各省の

条件が違い、人材を配置する上

でそうならざるを得ない状況も

あるだろう。

女性協：女性が多く採用され

ても、上司が男性ばかりで今の

ような勤務状況では女性の登用

は望めない。女性を多く採用し、

育成し、登用するという流れは

わかるが、均等法以前に採用さ

れ過去の差別によって取り残さ

れている女性への対処はどうな

るのか。均等法以前に採用され

た女性については、すべての職

務を経験させる人事管理をして

こなかった。そのかわり専門的

な知識を多く持っていることを

どのように評価してくれるのか。

職場で下支えをし、若手職員を

フォローする能力を評価するシ

ステムになっていない。ポジティ

ブアクションが機能していない。

指針が策定されてからも今後の

ことは話されるが、今置かれて

いる人を救う手立てが見えない。

人事院：同一職場に長期間勤

務している人がいることは承知

している。ただ、その人たちを

登用するのか処遇改善となるの

かどうすべきか回答が難しい。

今後どのように処遇改善するの

がよいか担当部局に話をしてお

きたい。

女性協：人事院は、視察に入っ

て女性の声を聞く努力をして、

当局を指導してほしい。

人事院：勤務条件については

機会をみつけ職場に入っていき

たいと思っている。受け入れ側

の負担や仕事量においてなかな

か進めないがご指摘の点はわか

る。

女性協：躊躇していたら進ま

ないではないか。

女性協：せっかく採用されても

結婚・出産などとの両立ができ

ず、働き続けられる環境にない。

制度的には整っているのでちゃ

んと休めばよいが、利用しやす

い職場になっていないのだ。ま

た、管理職になる時は仕事をや

める道を選ぶ人もいる。この点

においても職場環境の整備は女

性が働き続けるためにとても大

事なことだと認識してほしい。

2011年度以降の採用登用指針の

見直しについても、私たちの意

見交換の場を持ってほしい。

人事院：了解した。
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